
投下固定資産額

・建物建築費
・償却資産購入費
・固定資産賃借料
　3倍額
①・3千万円以上
②・3千万円未満

新規常用雇用者数

③・5人以上
④・5人未満

①・3千万円以上
③・5人以上 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○
①・3千万円以上
④・5人未満 ◎ ○ × ○ △ ○ ○
②・3千万円未満
③・5人以上 ◎ × ○ ○ ○ ○ ○
②・3千万円未満
④・5人未満 × × × × × × ×
①・3千万円以上
③・5人以上 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○
①・3千万円以上
④・5人未満 ◎ ○ × ○ △ ○ ○
②・3千万円未満
③・5人以上 ◎ × ○ ○ ○ ○ ○
②・3千万円未満
④・5人未満 × × × × × × ×
①・3千万円以上
③・5人以上 ◎ ○ ○ × ○ ○ ○
①・3千万円以上
④・5人未満 ◎ ○ × × △ ○ ○
②・3千万円未満
③・5人以上 ◎ × ○ × ○ ○ ○
②・3千万円未満
④・5人未満 × × × × × × ×
①・3千万円以上
③・5人以上 ◎ ○ ○ × ○ ○ ○
①・3千万円以上
④・5人未満 ◎ ○ × × △ ○ ○
②・3千万円未満
③・5人以上 ◎ × ○ × ○ ○ ○
②・3千万円未満
④・5人未満 × × × × × × ×
①・3千万円以上
③・5人以上 ◎ ○ ○ × ○ ○ ×
①・3千万円以上
④・5人未満 ◎ ○ × × △ ○ ×
②・3千万円未満
③・5人以上 ◎ × ○ × ○ ○ ×
②・3千万円未満
④・5人未満 × × × × × × ×
①・3千万円以上
③・5人以上 ◎ ○ ○ × ○ ○ ×
①・3千万円以上
④・5人未満 ◎ ○ × × △ ○ ×
②・3千万円未満
③・5人以上 ◎ × ○ × ○ ○ ×
②・3千万円未満
④・5人未満 × × × × × × ×
①・3千万円以上
③・5人以上 ◎ ○ ○ × ○ ○ ×
①・3千万円以上
④・5人未満 ◎ ○ × × △ ○ ×
②・3千万円未満
③・5人以上 ◎ × ○ × ○ ○ ×
②・3千万円未満
④・5人未満 × × × × × × ×
①・3千万円以上
③・5人以上 ◎ ○ ○ × ○ × ×
①・3千万円以上
④・5人未満 ◎ ○ × × △ × ×
②・3千万円未満
③・5人以上 ◎ × ○ × ○ × ×
②・3千万円未満
④・5人未満 × × × × × × ×
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①土地購入
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指定企業者認定

奨励措置等詳細
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⑥償却資産賃借
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雇用促進奨励金
下水道受益者
負担金等減免

①土地購入
③建物建築
⑤償却資産購入

用地取得助成金

①土地購入
④建物賃貸
⑥償却資産賃借

ようこそ川崎町へ
助成金

ようこそ川崎町へ
助成金

固定資産税
課税免除

・土地
・建物
・償却資産
※事業に係る固定
　資産のみ適用

①土地購入
②土地賃借
③建物建築
④建物賃借
⑤償却資産購入
⑥償却資産賃借

②土地賃借
④建物賃借
⑥償却資産賃借
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ようこそ川崎町へ企業立地応援条例形態別優遇措置等対象表

①土地購入
④建物賃借
⑤償却資産購入

②土地賃借
③建物建築
⑤償却資産購入

②土地賃借
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⑤償却資産購入

※
移
設

、
増
設
は
助
成
金
の
5
0
％

　
：
3
0
0
万
円

③
新
規
常
用
雇
用
者
数
2
0
人
以
上

　
：
2
0
0
万
円

②
新
規
常
用
雇
用
者
1
0
数
人
以
上
2
0
人
未
満

　
：
1
0
0
万
円

①
新
規
常
用
雇
用
者
数
5
人
以
上
1
0
人
未
満

・土地購入
　3,000(1,500)㎡以上
・建物建築
　1,000(500)㎡以上
※中小企業は括弧内
　 の数値適用

投下固定資産額分 新規常用雇用者数分


